
厚木市自治会長研修視察に伴う補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自治会組織の健全な運営とコミュニティー活動に必要な、幅

広い知識を習得し、もって、行政との円滑な連絡調整を図ることを目的として実

施する自治会長研修視察に係る経費の一部を補助することについて、厚木市補助

金等交付規則（昭和４５年厚木市規則第５号）に規定するもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（補助金の対象） 

第２条 この要綱に定める補助金は、単位自治会長を対象とした自治会長研修視察

事業に対し、交付するものとする。 

（補助金の額） 

第３条 この要綱による補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。 

（補助金交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする場合は、自治会連絡協議会長（以下「申請

者」という。）は、補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて

市長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

（補助金額の決定及び交付） 

第５条 市長は、前条の補助金交付申請を受理した場合は、事業計画書、その他、

書類の内容を審査し、適当と認めたものについて、予算の範囲内において補助金

額を決定するものとする。 

２  市長は、前項の規定により補助金額を決定したときは、速やかに補助金交付決

定書（第２号様式）により、その旨を申請者に通知する。 

３  補助金の交付は前項による通知後、申請者の請求に基づき交付する。 

（補助金の交付時期） 

第６条 補助金は、研修視察の実施に必要な準備期間等を考慮し、実施前に交付す

るものとする。 

（事業実施報告書の提出） 

第７条 自治会長研修視察事業が終了したときは、申請者は、研修視察実施報告書

（第３号様式）に収支決算書（第４号様式）を添えて、市長に報告しなければな

らない。 

（補助金の返還） 

第８条  市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取

り消し、又は変更し既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができ

る。 

(1) 申請者が、虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたものと認められ

るとき。 

(2) 補助金の精算時において、補助金事業に係る支出額が、補助金額より少なく

なったとき。 



 

附 則 

この要綱は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年２月14日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 



第１号様式（第４条関係） 
 

補 助 金 交 付 申 請 書             
 
 

                                                         年    月    日 
 
 
（あて先）厚 木 市 長       

 
 
 

住所又は所在地           
団 体 名           
氏名又は代表者名                               

 
 
 
  次のとおり申請します。 

 

１ 事業（事務）の名称                       

２ 施 行 場 所                                           

３ 申 請 金 額 等          
申 請 金 額        

同上算出基礎  

４ 計 画 概 要           

５ 事 業 効 果           

６ 着手予定年月日           年  月     日 

７ 完成予定年月日                    年    月     日 

８ 添 付 書 類          
  □ 事業計画書        □ 収支予算書 
 
  □ 図      面        □ 

 



事 業 計 画 書         
 

実施項目 実施時期 実施内容 

   

 



収 支 予 算 書         
（収入の部）                                                         

         （単位：円） 

区     分 実 施 時 期 実  施  内  容 

   

計   
 

 

（支出の部）                                                         

         （単位：円） 

区      分 決  算  書 摘      要 

   

計   

 



第２号様式（第５条関係） 
 

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書                
 

 
年    月    日  

 
                        様 
 
                                        厚木市長             □印  
 
 
 
       年    月    日付けで申請のあった市補助金については、次のとおり決定

しましたので通知します。 
 

１ 事業（事務）の名称  

２ 補助金交付決定金額                      円 

３ 交付条件 

(1) この補助金は、厚木市自治会長連絡協議会自治会

長研修視察事業のために交付するものであり、目

的外の使用は一切しないこと。 
(2) 市の監査を求められたときは、関係書類を提示す

ること。 
(3) 不正な方法により交付金の交付を受けたことが判

明した場合には、交付金交付の決定が取り消され、

交付された交付金の全部又は一部の返還を命ずる

ことができるものであること。 
(4) 交付事業が完了したときは、定められた期限まで

に事業実績報告書及び収支決算書を市長に提出す

ること。 
(5) 交付時期        月 
 

 



 
第３号様式（第７条関係） 
 

研修視察実施報告書           
 

   
                                                 年   月   日 

 
（あて先）厚 木 市 長 

 
住所又は所在地            厚木市 
団 体 名         
氏名又は代表社名    代表 

 
  次のとおり報告します。 
 

１ 事業（事務） 
   の 名 称        

２ 施 行 場 所        

３ 事 業 費         

４ 補 助 金 額        

５ 着手年月日   

６ 完成年月日   

７ 経過と内容   

８ 添 付 資 料        □  収支決算書          □ 研修事業報告書 

 



第４号様式（第７条関係） 

収 支 決 算 書         
（収入の部）                                                 （単位：円） 

区   分 予算額 決算額 増減（△） 摘   要 

     

     

     

     

     

     

     

計     

 
 
（支出の部）                                                （単位：円） 

区   分 予算額 決算額 増減（△） 摘   要 
     

     

     

     

     

     

     

     

計     

 


